
11 京都の都市特性に対応した防災対策の推進について 

（内閣府・総務省･消防庁・財務省・文部科学省・文化庁･厚生労働省･国土交通省）

 

 京都市は，人口 147 万人の大都市であるとともに，国際的に保護

の責務を負う世界遺産をはじめ多くの貴重な文化財を有する日本

を代表する歴史都市であり，防災面からは，戦前の木造住宅や狭隘

な袋路が多く残るなど，災害に対して非常に脆弱な都市構造を有し

ております。 

 昨年の十勝沖地震，宮城県北部地震，本年の新潟県中越地震，紀

伊半島沖地震など大地震の発生が続いておりますが，西日本におい

ても 21 世紀の前半は，東海，東南海，南海地震の発生とともに，

兵庫県南部地震に見られるように，活動期に入った近畿内陸の活断

層によりいくつかの都市直下型の大地震が発生すると指摘されています。

本市には花折断層をはじめ多くの活断層が所在することから，市

民，観光客の生命や文化財を守るため，大地震に対する備えの充実

は喫緊の課題となっております。更に，本年は台風 23 号をはじめ

全国的に台風や大雨による災害が相次いでおり，桂川，宇治川，鴨

川や下水道の氾濫，土砂災害など水災に対する備えも重要な課題と

なっております。 

 京都市では，こうした京都の都市特性，自然環境や地震環境，更

に東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されたことを踏まえ，

ハード，ソフト両面から，災害に強いまちづくり，ひとづくりを推

進し，防災対策の強化に取り組んでおります。 

 本年 7 月には，内閣府において「地震災害から文化遺産と地域を

まもる対策のあり方」がまとめられ，清水寺・産寧坂地域における

パイロットプランが提案されたところですが，国におかれまして

も，大地震や気象状況の変動に対応して，防災対策を一層推進する

ため，事業費の十分な確保と財政措置の更なる充実を講じられるよ

う要望します。 
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